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１ 現状と課題                                                 

 

近年、イノシシやニホンザルが住宅地等に頻繁に出没し、不安を感じた県民から、市町、警察

署をはじめ、県庁や県出先機関に通報が多く寄せられたほか、実際に人身被害が発生して大き

く報道される事態となったところである。 

しかしながら、危険な野生生物が出没したことにより行政が対応すべき事項を明確に規定した

法がないため、例えば、関係機関への連絡の遅延や役割分担の曖昧さから初動体制の整備が

できなかった反省を踏まえ、あらかじめ各行政機関や関係団体の役割分担や連絡体制などを決

めておき、県民からの通報に迅速かつ適切に対応する必要性がある。 

 

 
２ 目的                                                          

 

このマニュアルは、イノシシ又はニホンザル（以下「イノシシ等」という。）が住宅地等や田畑な

どの農地に出没し、人身被害や農作物被害の発生又はそのおそれが生じた場合に適切に対処

するため、県・市町等の役割を決めるとともに連絡体制を整備し、被害の発生及び拡大を防止す

ることを目的とする。 
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３ 出没時の役割と連絡体制                                                         

    

１１１１））））第第第第１１１１次次次次受信部署受信部署受信部署受信部署によるによるによるによる情報情報情報情報のののの整理整理整理整理    

  住民等からイノシシ等の出没の情報を受けた機関・部署（以下「第1次受信部署」という。）は、別

紙「通報連絡票」に掲げる下記事項を聴き取り、整理後、速やかに、関係機関に通知する。 

 

通報者／目撃日時／目撃個体の種類・状況（種類、状況、場所） 

負傷者の有無／目撃時の状況／市町や警察への連絡の有無 

    

なお、第１次受信部署として、市町、警察署、県出先機関を想定している。 

    

２２２２））））第第第第１１１１次受信部署次受信部署次受信部署次受信部署のののの対応対応対応対応    

第１次受信部署としてのそれぞれの役割及び対応は、次のとおりとする。 

◆◆◆◆人身被害人身被害人身被害人身被害がががが発生又発生又発生又発生又はそのおそれがはそのおそれがはそのおそれがはそのおそれが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合◆◆◆◆    

市 町    ★地域住民に一番身近な自治体として、 

 

① 管轄する警察署に情報を提供するとともに、引き続き、情報収集を継続する。 

   ※必要に応じ、隣接市町への情報提供を行うものとする。 

   ※ＦＡＸでの情報提供に当たっては、電話による確認作業を行うものとする。（以下、同じとする。） 

② 住民及び関係機関（＊１）への注意喚起を行う。（→参考資料１） 

＊１:関係機関の例 

【幼稚園・保育所・学校】・・・児童・生徒等に対する注意喚起 

【自治会、公民館等】・・・・・・・地域住民に対する注意喚起 

【福祉・介護関連施設】・・・・・通所・入所者等への注意喚起 

【商業施設等】・・・・・・・・・・・・・買物客等に対する注意喚起 

 

※市町の実情に応じ、連絡先一覧表を作成しておくことが望ましい。 

※出没時の対応の仕方について、住民に対して、日頃から公民館活動や広報誌等を活用した普及

啓発活動を行う。 

③ 地元猟友会と協力し、追い払い又は有害鳥獣捕獲を行う。（→参考資料２） 

   ※現場において、一般住民が当該鳥獣を不用意に威嚇・興奮させることがないよう指導に努める。 

④ 県みどり保全課に情報提供するとともに、必要に応じ報道機関への情報提供を行う。 

 

 

     

 

 

 

  

通報者 市町 
相談窓口 

管轄警察署

②住民・関係機関 
③猟友会 

・県みどり保全課 
・報道機関 

①（情報提供） 

④（情報提供） 
②注意喚起 

③連絡・依頼 

＜通報＞ 
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警察署   ★地域住民の安全を確保するため、 

① 地元市町（相談窓口）に情報を提供するとともに、引き続き、情報収集を継続する。 

② 周辺住民への注意喚起を行い、被害の発生・拡大防止に努めるものとする。 

③ 県みどり保全課へ連絡する。 

④ 情報収集の継続及び隣接警察署へ情報提供を行う。 

 

  県出先機関（保健福祉事務所、農業改良普及センター、家畜保健衛生所） 

★保健福祉事務所はイヌ・ネコ、農業改良普及センターは鳥獣による農業被害、家畜保健

衛生所は家畜に関する県の相談窓口であり、イノシシ等が出没した場合に、目撃者等から

の通報が想定される機関であり、 

① 地元市町（相談窓口）及び管轄警察署へ情報提供後、県みどり保全課へ連絡する。 

② 連絡後の対応は次のとおりとする。 

・農業改良普及センターは、出没したニホンザルの行動単位（放れ又は群れの別）の確認 

（→参考資料２） 

・畜産課から出没情報を受けた家畜保健衛生所は、県みどり保全課が行うニホンザルの不動

化のために、麻酔薬を処方する。 

 

 

 

◆◆◆◆農作物被害農作物被害農作物被害農作物被害がががが発生発生発生発生又又又又はそのおそれがはそのおそれがはそのおそれがはそのおそれが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合◆◆◆◆    

   市 町 

① 管轄の県農業改良普及センターへ連絡するとともに、県みどり保全課へ連絡する。 

※必要に応じ、隣接市町への情報提供を行うものとする。 

 

          

 

 

県出先機関（県農業改良普及センター） 

① 地元市町へ連絡した後、県みどり保全課へ連絡する。 

② 連絡後の対応は次のとおりとする。 

・情報収集の継続及び隣接する県農業改良普及センターへ情報提供を行う。 

 

 

  

通報者 市町 
相談窓口 

管轄県農業改良普及センター 
県みどり保全課 

①（情報提供） ＜通報＞ 
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４ 県庁等における関係各課・所等の役割                                   

 

みどり保全課 

★「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に関する事務を所管 

� 狩猟や有害鳥獣捕獲によるイノシシ等の捕獲による鳥獣被害対策を実施する。 

  ※狩猟免許の取得、有害鳥獣の捕獲許可（許可そのものは市町長権限）の相談窓口 

     担当：野生生物グループ 087-832-3212     

         

� 「香川県イノシシ等対策連絡会議」の事務局として、イノシシ等の出没情報の集約を行い、

市町・警察署・県出先機関・関係団体との情報の共有化を行う。 

 

� 事例分析等を行い、被害対策の改善を図る。 

  ＜緊急時の役割＞ 

� 第１次受信部署から提供された情報について、県庁内関係各課及び県警本部（地域課・
生活環境課）に対し、情報提供を行う。 

 

� 現場での捕獲を実施するため、麻酔薬によるニホンザルの不動化を行う。 

 

 

 

  農業経営課（農業試験場病害虫防除所、農業改良普及センター） 

★「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律」に関する       

事務を所管 

� 農作物被害の防止対策及び関係農業団体等との連絡調整を行うとともに、鳥獣被害防

止総合対策等を実施する。 

 

� 農業試験場病害虫防除所、各農業改良普及センターを通じ、主として農作物への被害

防止対策のための取組みを市町などと協力して行う。 
   ※被害防止対策等の相談窓口 

     担当：環境・植物防疫グループ 087－832-3411  

               

� 農作物被害の実態調査及び防止対策の企画立案を行う。 

� 関係農業団体との連絡調整を行う。 

� みどり保全課が行う事例分析への協力を行う。（地域ごとの問題点の抽出など） 

� 農業試験場病害虫防除所は、被害防止技術の普及啓発を行う。 

� 農業改良普及センターは、集落等への被害防止技術等の普及啓発を行う。 
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畜産課 

★「家畜伝染病予防法」に関する事務を所管 

   ＜緊急時の役割＞ 

� イノシシは、口蹄疫等、豚の家畜伝染病を媒介する可能性があることから、みどり保全課

から通報を受けた場合は、イノシシの状況や出没した場所等を確認し、管轄の家畜保健

衛生所に情報提供する。 

 

� みどり保全課が行うニホンザルの不動化のために、麻酔薬の処方を家畜保健衛生所に

指示する。 

   

生活衛生課 

★「食品衛生法」及び「動物の愛護及び管理に関する法律」に関する事務を所管 

� 狩猟又は有害捕獲により捕獲されたイノシシ・シカ等を食肉として衛生的に処理し、活用

するための食品衛生に関する技術的助言を行う。 

＜緊急時の役割＞ 

� みどり保全課から通報を受けた場合は、 イノシシ等の出没した場所等を確認し、必要に

応じてイノシシ等の移動が予想される周辺の保健福祉事務所等に情報提供する。 

 

警察本部（地域課、生活環境課） 

 ＜緊急時の役割＞ 

� みどり保全課から通報を受けた場合は、 イノシシ等の出没した場所等を確認し、必要に

応じてイノシシ等の移動が予想される周辺の警察署に情報提供する。 

 

� 移動が予想される方向が複数の警察署の管轄に跨る場合の調整を行う。 
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５ 関係団体の役割                                          

   

香川県猟友会各支部 

� 関係市町、警察署と連携して、被害防止のための追い払い又は有害鳥獣捕獲に協力する。 

 

� 市街地の周辺でイノシシ等の出没の可能性が高い場所を確認した場合には、当該市町に情

報を伝え、予防措置を実施する。 

 

  農業協同組合 

� 出没等の状況について農業者に伝え、予防の周知を図る。 

 

� 関係機関との情報共有を図り、被害防止のための営農指導等被害防止対策に協力する。 

 

� 農業者に対して、関係市町と連携して侵入防止柵の整備など、被害防止対策への支援を行

う。 

 

  農業共済組合 

� 農業共済に加入している農作物の被害状況を確認し、その状況に応じた対応を行う。 

 

� 被害状況を取りまとめ、関係機関との情報共有を図り、被害防止対策に協力する。 

 

� 侵入防止柵などの施設整備を支援する。 

 

 

-6- 
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 【参考資料１】 ---周辺住民への注意喚起の文例--- 

  ※使用例：市町広報等に掲載、出没時の有線放送 

＜イノシシの場合＞ 
 

○○の皆様へのお知らせ 
 

（現在、○○市○○町付近でイノシシの出没情報があります。） 
 

イノシシを目撃したら、近づかず、興奮させないように静かにイノシシから見えない場所

に避難しましょう。 

目撃した場所を○○市○○課（電話番号○○○－○○○－○○○）へ通報してください。 

 

草むら、やぶ等のイノシシの隠れ家の存在や、生ゴミの放置、放任果樹などによる餌付け

行為は、イノシシ出没の原因となりますので、環境管理にご協力をお願いします。 

また、犬を連れているときは危険です。イノシシは、犬と飼い主を敵と判断し、攻撃してく

る可能性があります。犬の散歩をするときは、十分に注意してください。 

 

   もし、イノシシに出会ってしまったら？ 

� 何もせず放っておきましょう。（イノシシは臆病なので、ほとんどの場合はそのまま逃げて

いきます。）  

� ゆっくりと後退し、静かにその場を立ち去りましょう。  

� 決して威嚇したり、追い払おうとしないでください。 
 

 
＜ニホンザルの場合＞ 
 

○○の皆様へのお知らせ 

 

（現在、○○市○○町付近でニホンザルの出没情報があります。） 

 

ニホンザルを目撃したら、目撃した場所を○○市○○課（電話番号 

○○○－○○○－○○○）へ通報してください。 

 

通常、野生のニホンザルは、人間を恐れています。近づくと逃げる場合は、棒を持っ

て威嚇し、その場から積極的に追い払ってください。 

しかし、追い払ってもなかなか逃げない場合や逆に威嚇してくる場合は、人馴れし

た危険なニホンザルの可能性がありますので、興奮させないように静かにニホンザル

から離れましょう。 

また、生ゴミの放置、放任果樹などによる餌付け行為は、ニホンザル出没の原因と

なりますので、環境管理にご協力をお願いします。 
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【参考資料 ２】          市街地等市街地等市街地等市街地等におけるにおけるにおけるにおける有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策についてについてについてについて 

    

イノシシイノシシイノシシイノシシのののの場合場合場合場合    

１１１１．．．．追追追追いいいい払払払払いについていについていについていについて    

○ 市街地等においては、初期対応として追い払いを行わ

ざるを得ない状況が多い。 

＜追い払いの方向の検討＞ 

� 常に追い払う方向（森林、河川等）を明らかにし、

イノシシの逃げ場を確保した上で組織的に追い払

いを行うことが重要である。 

� 学校や幼稚園、高齢者施設等の位置を十分認識し、

適切な方向とする。 

＜安全の確保＞ 

� 追い払いは十分に距離を確保して行うこと、無理

をして捕獲しないなど、安全確保に十分留意し、

必要に応じ熟練度の高い猟友会員の指導の下、実

施することが望ましい。 

 

� イノシシの場合は、見通しが良い方向に逸走する

可能性が高いことから、学校等の施設がある方向

に移動させないようにするためには、大きな板など

を楯（※１）にして複数の人数で密集して、当該

方向への見通しがきかないようにして進路を遮り、

追い払いしたい方向のみ見通しが利くようにする

ことが重要である。なお、見通しの良い網等で進

路を遮ろうとすると、逆にこれに向かって突進し

てくるので注意すること。 

 

※１ 透視が不可能な素材（合板、ブルーシート等）であること。網等の透視可能な素材の場

合、通過できるものとイノシシが判断し、逆に突進してくる危険があるため。また、盾同士、

盾と地面との間に隙間ができないようにすること。 

    

２２２２．．．．有害鳥獣捕獲有害鳥獣捕獲有害鳥獣捕獲有害鳥獣捕獲についてについてについてについて    

住民又は警察署から通報があった場合には、発見場所及びイノシシ等の状態を確認し、住民

に危害が及ぶ可能性が高いと判断される場合には、市町において、生活環境に係る被害が発生す

るおそれがあるものとして、有害鳥獣捕獲許可（※2）により、捕獲従事者の安全を確保の上、

捕獲を図るものとする。 

 

    

    

    

    

森
林
・河
川
等
逃
げ
道 

住
宅
・学
校
等
保
全
対
象 

× × ○ 

※2 有害鳥獣捕獲とは 

・ 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第９条に規定される、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生

態系に係る被害防止の目的のための捕獲許可。 

・ 被害が生じているか又はそのおそれがあり、原則として、防除対策によっても被害が防止できないと認められた

場合に、所定の手続きを経て、その捕獲が認められるもの。 

・ なお、イノシシ及びニホンザルについては、その捕獲許可権限を、知事から市町長に委譲している。 
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ニホンザルニホンザルニホンザルニホンザルのののの場合場合場合場合    

    

１１１１．．．．追追追追いいいい払払払払いについていについていについていについて    

＜習性に応じた対応＞ 

� 市街地で徘徊するニホンザルを「箱わな」で捕獲し

ようとしても、容易には入らず、対応が長期化する

ことが予想される。 

 

� このような場合であっても、人慣れした個体でない

限り、放れザルは（※3）定着することはまれなので、

市町と住民が協力し、粘り強く追い払いを継続する

ことが必要である。 

 

※3 放れザル 

ニホンザルは通常、有力なメスを中心とした 10～100頭程度の群れを形成する。群れの中で生まれ

たオスは4～5歳で群れを放れ単独行動に入る。これを通称「放れザル」という。若いオス同士で数頭の

グループを形成することもある。 

群れやグループ単位で行動するニホンザルが市街地周辺で出没する場合には、定着度が強いことか

ら、本格的かつ組織的な追い払い活動（捕獲を含む）が必要である。初期対応は、まず、このようなニホ

ンザルの行動単位の把握が重要となる。 

 

 

� 常時、威嚇(※4)を行うことによって、安住できる場

所ではないことを学習させることが最も重要である。 
 

※4 威嚇の方法 

追い払いに使う道具としては、「電動ガン」「パチンコ」

「動物駆逐用煙火」などがある。（農林水産省「野生鳥

獣被害防止マニュアル（実践編）より） 

 

＜不動化の方法＞ 

� 追い払いの結果、住宅等の中に閉じ込めることがで

きた場合は、そこでの一時捕獲となるが、網等で捕

獲が困難な場合には、県みどり保全課において麻酔

薬（吹き矢）によってニホンザルを不動化すること

も可能であるので相談されたい。 

    

２２２２．．．．有害鳥獣捕獲有害鳥獣捕獲有害鳥獣捕獲有害鳥獣捕獲についてについてについてについて    

市街地に長く定着し、被害を発生させる個体、いわゆる人

慣れした放れザル（※3）については人身被害を発生させる

可能性が高いため、市町において、積極的に有害鳥獣捕獲

許可（※１）により、捕獲従事者の安全を確保の上、箱わな

等を使用して捕獲を図るものとする。 

市街地周辺で長期間にわたり数頭の群れで行動し、被害

を発生させるニホンザルも同様とする。 

 

小型の箱わなの例 

農林水産省「野生鳥獣被害防止マニュアル－

イノシシ、シカ、サル、カラス（捕獲編）」より 

追い払いに使用する「電動ガン」の例 

放れザルは，4～5歳のオスザルである 



- 10 - 

参参参参        考考考考【【【【通報通報通報通報連絡票様式連絡票様式連絡票様式連絡票様式】】】】                ((((表表表表))))    

 

通報連絡票      □ 継続   □ 終了 

 

送信先                 御中 
平成   年   月   日   AM・PM    時   分  受信   

対応者  所属名：        職名：      氏名：  

  

項   目 内   容 

 

※住所・氏名 

 

 
市・町         町 

 

氏名                   
※通報者 

電話番号 （    ）    － 

※目撃日時 平成  年  月  日（ ）午前・午後  時  分頃 

種  類 □イノシシ □ニホンザル 頭数       頭 

状  況 □出没   □人身被害  □農作物被害 

住  所 
   市・町   町・大字 

   番地 

※目撃個体の 

種類・状況 

確認場所 

具体の場所  

負傷者の有無 □有 □無 負傷の状況  

捕獲の有無 □有 □無 

目撃時の状況  

市町や警察への連絡 市町 □有 □無   警察署 □有 □無 

県みどり保全課 □有 □無 

その他報告先（                 ） 

※緊急の場合は、※印の一部の項目の記入でも可とする 
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（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な業務
通知済

チェック

・「イノシシ等対策連絡会議」事務局
・野生鳥獣保護・狩猟に関すること

・農作物の被害防止対策に関すること

・家畜保健衛生所への情報提供

・保健福祉事務所への情報提供

主な業務
通知済

チェック

主な業務
通知済

チェック

0875-62-3075

―

087-806-0204

緊急連絡先一覧表
香川県庁・警察本部

・農作物の被害防止対策に関すること
・市町、警察署及びみどり保全課への連絡

・警察署への情報提供

0879ｰ75-0145 0879-75-2477

087-814-7318

・市町及びみどり保全課への連絡

東 部 家 畜 保 健 衛 生 所  087-898-1121　 ―

西 部 家 畜 保 健 衛 生 所  0877-62-0020　 ―・市町、警察署及びみどり保全課への連絡
・麻酔薬の処方

・市町、警察署及びみどり保全課への連絡

087-868-0110

087-898-9558

0877-62-3299

0875-25-0110 0875-25-0110

0875-72-0110 0875-72-0110

0877-75-0110 0877-75-0110

0877-62-0110 0877-62-0110

0877-22-0110 0877-22-0110

087-876-0110 087-876-0110

観 音 寺 警 察 署

087-898-0110 087-898-0110

0879-82-0110 0879-82-0110

087-811-0110 087-811-0110

0877-46-0110 0877-46-0110

087-868-0110

丸 亀 警 察 署

善 通 寺 警 察 署

琴 平 警 察 署

三 豊 警 察 署

ファックス番号

電話連絡後に
送信可

高 松 東 警 察 署

小 豆 警 察 署

087-894-0110 087-894-0110

高 松 北 警 察 署

高 松 南 警 察 署

坂 出 警 察 署

高 松 西 警 察 署

0879-25-0110 0879-25-0110

電話番号 休日電話番号

0877ｰ24-9964 0877ｰ24-8343

0879-42-5882

0879ｰ62-1374 0879ｰ62-1384

0875ｰ25-4383 0875-25-6432

―

―

―

0875-62-5353

―

―

―

0879-42-0196

0877-62-1553

―

―

さ ぬ き 警 察 署

東 讃 保 健 福 祉 事 務 所

中 讃 保 健 福 祉 事 務 所

西 讃 保 健 福 祉 事 務 所

小 豆 総 合 事 務 所 衛 生 課

小豆総合事務所 農業改良普及課

0879ｰ29-8272

警察署名

東 か が わ 警 察 署

機関名 電話番号

西 讃 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー

農 業 試 験 場 病 害 虫 防 除 所 087-814-7317

東 讃 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー

中 讃 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー

0879-42-0190

0877-62-1022

休日電話番号ファックス番号

087-806-0203

087-862-3606

電話連絡後に
送信可

―

―

087-833-0110

087-833-0110

―

087-832-3409

087-832-3179

087-833-0110

087-833-0110

087-832-3428

ファックス番号

環 境 森 林 部 み ど り 保 全 課 087-832-3212 087-831-1111 087-806-0225

担当課名 電話番号 休日電話番号

香川県出先機関

警察署

農 政 水 産 部 農 業 経 営 課

健 康 福 祉 部 生 活 衛 生 課

県 警 本 部 生 活 環 境 課

県 警 本 部 地 域 課

農 政 水 産 部 畜 産 課

小豆総合事務所家畜保健衛生室 0879-62-0359 ― 0879-62-1438

西部家畜保健衛生所西讃支所 0875-62-6109 ― 0875-62-6129
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市町連絡先一覧表 

 

 

 

 

 

 

市町名 連絡先
通知済

チェック

高松市 農 林 水 産 課

丸亀市 農 林 水 産 課

坂出市 産 業 課

善通寺市 農 林 課

観音寺市 農 林 水 産 課

さぬき市 農 林 水 産 課

東かがわ市 経 済 課

三豊市 農 業 振 興 課

土庄町 農 林 水 産 課

小豆島町 農 林 水 産 課

三木町 産 業 振 興 課

直島町 建 設 経 済 課

宇多津町 産 業 振 興 課

綾川町 経 済 課

琴平町 農 政 課

多度津町 産 業 課

まんのう町 産 業 経 済 課 0877-73-0105 0877-73-0111

0877-33-1113 0877-33-1113 0877-33-0600

0877-73-0105

0877-75-6709 0877-75-6722

087-876-5282 087-876-5282 087-876-3120

0877-75-6709

0877-49-8009 0877-49-8016

087-892-2224 087-892-2224 087-892-3888

0877-49-8009

087-891-3300 087-898-1994

0879-75-1900 0879-75-1900 0879-75-1522

087-891-3308

0879-62-7007 0879-62-2400

0875-73-3040 0875-73-3040 0875-73-3047

0879-62-7007

0879-33-2504 0879-33-2973

087-894-1116 087-894-1116 087-894-9666

0879-33-2504

0875-23-3900 0875-23-3956

0877-63-6316 0877-62-2121 0877-63-6356

0875-23-3931

0877-44-5012 0877-44-5012 0877-44-3604

0877-24-8845 0877-23-2111 0877-24-8863

087-839-2422 087-839-2258 087-839-2423

電話番号 休日電話番号 ファックス番号
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連 絡 体 制 フ ロ ー ●想定通報 ： 街中での出没(目撃)による人身被害人身被害人身被害人身被害の発生又はそのおそれ

周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関
○幼稚園・保育所・各種学校 ○住民・住民団体
○福祉・介護関連施設 ○商業施設 等

県出先機関

◆農業改良普及センター
◆家畜保健衛生所
◆保健福祉事務所
◆小豆総合事務所

【県庁主管部署】

・みどり保全課

(状況確認・指示)

【県 庁】・農業経営課(状況確認・指示)

・畜産課・生活衛生課

【県警本部】・生活環境課・地域課
連
携
・情
報
共
有

通報者通報者通報者通報者・・・・住住住住 民民民民・・・・現現現現 場場場場

警 察 署

注意喚起 注意喚起

猟友会

通 報(出没情報)

第

一
次
受
信
部
署

第

一
次
受
信
部
署

第

一
次
受
信
部
署

第

一
次
受
信
部
署

県
庁
県
庁
県
庁
県
庁

・・・・
警
察
本
部

警
察
本
部

警
察
本
部

警
察
本
部

報道機関 猟友会へ追い払い等の依頼、
市町へ出没が多い場所の連絡

情報提供・連携 情報提供・連携
情報共有・連携

近隣市町
↑

市町(相談窓口)
↓

庁内各課
◆防災、危機管理担当課
◆教育委員会等

情報提供

相互連絡

情報提供



- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 体 制 フ ロ ー ●想定通報 ： 農作物被害農作物被害農作物被害農作物被害の発生又はそのおそれ

農業者農業者農業者農業者・・・・住民住民住民住民
（（（（集落集落集落集落、、、、生産集団生産集団生産集団生産集団などなどなどなど））））

【県庁主管部署】

・みどり保全課

(情報集約)

・農業経営課

通報取りまとめ、

状況確認・情報周知

連
携
・情
報
共
有

第

一
次
受
信
部
署

第

一
次
受
信
部
署

第

一
次
受
信
部
署

第

一
次
受
信
部
署

県県県県

庁庁庁庁

連携

相互連絡
(被害防止対策)

通 報(農作物被害)

猟 友 会

（有害鳥獣
捕獲が必要
であるとき）

通報者通報者通報者通報者・・・・現現現現 場場場場

相互連絡
(有害鳥獣
捕獲依頼)

ＪＡ県出先機関

◆農業改良
普及センター

通報連絡

市 町
(農林水産
主務課)

連携・情報共有連携・情報共有
通報連絡

有害鳥獣捕獲依頼
被害確認

【【【【被害防止被害防止被害防止被害防止のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発】】】】現地確認・要因分析・被害防止啓発・人材育成など

ＮＯＳＡＩ
(農業共済に
加入している
場合)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イノシシ等が出没したときの対応マニュアル 
平成 23年５月 

平成 25年 12月改訂 

 
作 成：香川県イノシシ等対策連絡会議 

事務局：香川県環境森林部みどり保全課 

〒760-8570 高松市番町 4-1-10 

TEL.087-832-3212 FAX.087-806-0225 

Eメール：midorihozen@pref.kagawa.lg.jp 


